
計画期間　（平成28年度～平成32年度）

１　第3期計画の概要

第１章　計画の策定に当たって （「宮城県消費者施策推進基本計画」Ｐ１～Ｐ２）

第１　計画策定の趣旨

・

第２　計画の位置付け

・

第３　計画の期間 ： 平成２８年度から平成３２年度までの５年間

第２章　消費者行政を取り巻く現状と課題 （「宮城県消費者施策推進基本計画」Ｐ３～Ｐ１１）

第１　消費者行政を取り巻く現状

第２　第２基本計画の主要重点推進項目の成果と課題

【成果】 ６市町が相談員を新規設置し，相談員設置市町村が３３に拡大。

【課題】 相談員の定期的な研修，高度な事案に対する専門家等との連携推進が必要。

【成果】 消費者被害に関する注意・喚起の機会が拡充。

【課題】

【成果】 講座や弁護士派遣による法律授業などの消費者教育に対し，有意義と考える受講者が増加。

【課題】

【成果】 改正貸金業法の施行や関係機関の窓口機能拡充により相談件数が減少。

【課題】

第３　今後予想される社会情勢の変化

第４　東日本大震災を契機とした消費者施策の展開

第３章　基本理念と目指すべき宮城県の姿 （「宮城県消費者施策推進基本計画」Ｐ１２～Ｐ１３）

第１　基本理念

・

・

・消費者市民社会の実現

消費者の権利の尊重

消費者の自立の支援

宮城県消費者施策推進基本計画　（　第３期　）　実施状況　（H28年度）

第２期基本計画で得た成果と課題，社会情勢の変化などを考慮し，多様な主体との連携のもと，これまで以上に効

果的な消費者施策の展開を図るため，第３期基本計画を策定するもの。

消費生活条例第８条に基づき，消費者施策の推進に関する基本的な方針を定める計画。県の総合計画である「宮

城の将来ビジョン」，東日本大震災からの復興の道筋を示す「宮城県震災復興計画」の関連計画。

２　県消費生活センター等の相談状況

３　法令関係の整備状況

１　消費者を取り巻く環境の変化

４　多重債務対策

１　市町村の消費生活相談体制の強化

引き続き関係機関との連携が必要。

２　高齢者の消費者被害対策

高齢者を狙った悪質な取引や特殊詐欺被害は極めて深刻な状況であり，教育・啓発機会の増加と地域ぐるみの見守り体制

の構築が必要。

３　若者の消費者被害対策

教員の研修機会の拡充等により消費者教育への理解を深めることが必要。また，学校卒業後も生涯にわたって消費者教育

を受けられるような取組が必要。
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第２　目指すべき宮城県の姿

・

第４章　計画の体系と施策展開 （「宮城県消費者施策推進基本計画」Ｐ１４～Ｐ２０）

第１　施策体系

第２　消費者施策の推進

・

１　消費生活の安全・安心の確保（安全・安心な商品やサービスが提供される社会の実現）

２　自立した消費者の育成（消費者教育によって自立した消費生活を営むことができる社会の実現）

３　消費者被害の防止と救済（どこに住んでいても質の高い相談や支援を受けられる社会の実現）

４　環境に配慮した消費行動の推進（環境に配慮した消費行動ができる社会の実現）

第３　重点的取組

・

第５章　計画の推進体制と進行管理 （「宮城県消費者施策推進基本計画」Ｐ２１）

第１　推進体制

第２　進行管理

２　計画で推進する施策の実施状況

　計画で推進する施策の主な取組事項については，概ね計画通りに実施しました。事業毎の詳細な実施状況等につい

ては，次ページ以降に記載のとおりです。

『県民が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会』の実現のため，以下に掲げる４つの社会の実現

を目指します。

４つの消費者施策を定め，目指すべき姿の実現に向けて取り組みます。
　※「宮城県消費者教育推進計画」で消費者教育に関する取組を具体化

（２）環境に配慮した地域づくりの推進

施策を相互に連携させながら特に力を入れて取り組む必要がある３項目を重点的取組と定め，施策を効果的・効

率的に推進します。

重点的取組１　：　ライフステージに応じた消費者教育の推進

重点的取組２　：　高齢者の消費者被害の防止と救済

重点的取組３　：　多様な主体との連携・協働による消費者施策の推進

（１）商品・サービスの安全の確保と各種窓口相談等による情報提供の充実

（２）商品・サービスの表示及び規格の適正化による選択機会の確保

（３）適正な契約の確保

４　環境に配慮した消費行動ができる社会

１　安全・安心な商品やサービスが提供される社会

２　消費者教育によって自立した消費生活を営むことができる社会

３　どこに住んでいても質の高い相談や支援を受けられる社会

（４）消費者被害の拡大防止と被害者の救済

（５）関係機関との連携の強化

（１）環境への負荷の低減に向けた取組

（３）関係団体への支援・連携・協働

（４）関連施策等との連携

（１）消費生活相談体制及び相談機能の充実

（２）消費者被害の未然防止

（３）消費生活上特に配慮を必要とする消費者への支援

（４）生活関連物資の安定供給

（５）所掌する団体・事業者等への適切な指導監督

（６）関係機関及び各種団体等との連携・協力

（１）ライフステージ・場ごとの消費者教育

（２）消費者教育推進に係る人材の育成
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1　消費生活の安全・安心の確保

H28 H29 H30 H31 H32

情報提供 －

（ H28 重大事故の発生なし ）

2 3

○消費者庁等からの事故情報をホームページに掲載するなど，迅速な情報発信・提供に努めた。

・

・ 課で作成している情報誌に事故情報を掲載した。

・ 消費者庁からの情報を電子メールにより，速やかに市町村等へ情報提供し共有化を図った。

H28 H29 H30 H31 H32

  上記の情報提供 ○

2 3

○液化石油ガス法に基づき，立入検査及び指導監督を実施した。

液化石油ガス販売所への立入検査実施
 H28 H29 H30 H31 H32

立入検査実施件数 事業所 事業所 事業所 事業所 事業所

○電気用品安全法に基づき，立入検査及び指導監督を実施した（市町村移譲事務）。

電気用品販売事業者への立入検査実施
 H28 H29 H30 H31 H32

立入検査実施件数 事業所 事業所 事業所 事業所 事業所

○ガス事業法に基づき，立入検査及び指導監督を実施し，事故の未然防止を図る。

ガス用品販売事業者への立入検査 H28 H29 H30 H31 H32

立入検査実施件数 －

○消費生活用製品安全法に基づき立入検査や指導等の実施　(町村移譲事業)

・ 県（町村含む）の実施状況 H28 H29 H30 H31 H32

立入検査実施店舗数（県・町村） 4 店舗 店舗 店舗 店舗 店舗

立入検査実施町村数 1 町 町 町 町 町

（大河原）

※

（参考）市の実施状況 H28 H29 H30 H31 H32

立入検査実施店舗数 店舗 店舗 店舗 店舗 店舗

立入検査実施町村数 市 市 市 市 市

（仙台・角田

・大崎）

②

液化石油ガス販
売事業者への立
入検査等（製品
安全４法による
立入検査)

消防課

【自己評価】
法令に基づき事業者に対する立入検
査を実施し，法に適合しない製品が販
売されていないことを確認したことで，
消費者の安全を確保できた。

【課題と今後の対応等】
法令に基づき，販売事業者に対する
立入検査及び指導監督を引き続き行
う。

【今後の方向性】
維持継続

86

自己評価等
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消
費
生
活
の
安
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・
安
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の
確
保

（
１

）
商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
安
全
の
確
保
と
各
種
窓
口
相
談
等
に
よ
る
情
報
提
供
の
充
実

①
製品事故・消費
者事故等の情報
提供

○産業保安関係の重大事故等が発生した場合は，県のホームページへの掲載により，適切な情報提供を行う。 消防課

【自己評価】
対象となる重大事故等の発生はな
かった。

【課題と今後の対応等】
産業保安関係の重大事故等が発生し
た場合は，県のホームページへの掲
載により，適切な情報提供を行う。

【今後の方向性】
維持継続

重点推進項目 1

消費生活・
文化課

【自己評価】
適切な情報提供に努めた。

【課題と今後の対応等】
県民にとって事故情報がよりわかりや
すいものとなるように，公表資料の表
現の仕方やホームページへの掲載の
方法について工夫し，見やすいものと
していく。

【今後の方向性】
維持継続

県のホームページから消費者庁等のページに常時リンクさせるとともに，課のトップページに重大な事故情報を掲載した。

重点推進項目 1

施
策

推
進

取組 事業内容　・　実施状況 担当課等

④

ガス用品販売事
業者への立入検
査等（製品安全４
法による立入検
査）

消防課

【自己評価】
H28年度については，立入検査の必要
がある事案の発生はなかった。

【課題と今後の対応等】
一般消費者からの情報提供等，必要
に応じてガス用品販売事業者への立
入検査を行う。

【今後の方向性】
維持継続

③

電気用品販売事
業者への立入検
査等（製品安全４
法による立入検
査）

消防課

【自己評価】
法令に基づき事業者に対する立入検
査を実施し，法に適合しない製品が販
売されていないことを確認したことで，
消費者の安全を確保できた。

【課題と今後の対応等】
法令に基づき，販売事業者に対する
立入検査及び指導監督を引き続き行
う。

【今後の方向性】
維持継続

41

3

⑤

消費生活・
文化課

【自己評価】
事業者に対する法令に基づく立入検
査を通じて，法に適合しない製品が販
売されていないことの確認や対象品目
に関する知識の啓発が図られ，消費
者の安全確保に努めることができた。

【課題と今後の対応等】
同法に基づく立入検査は義務付けさ
れているものではないが，事業者に対
する意識啓発の側面があり，市町村に
おける消費者の安全確保の一助とな
るものである。未実施の市町村にあっ
ては，「人員の不足」や「ノウハウがな
い」等が理由と考えられることから，立
入検査を実施した市町村のノウハウ
等を共有することや，ほか東北経済産
業局等の助言を受けて，実行性のあ
る方策を検討していく。

【今後の方向性】
維持継続

消費生活用製品
の危険防止に係
る立入検査等
（製品安全４法に
よる立入検査）

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律
第105号）」により，平成24年4月1日からは各市へ事務移譲

27
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○貸金業法に基づき，立入検査や指導等を実施した。

・ 貸金業者立入検査の実施状況 H28 H29 H30 H31 H32

立入検査実施件数 9 件 件 件 件 件

・ 貸金業者法に関する相談受付状況 H28 H29 H30 H31 H32

相談受付件数 件 件 件 件 件

・ 食の安全安心消費者モニター制度事業 H28 H29 H30 H31 H32

モニター登録数　（年度末） 人 人 人 人 人

研修会の開催 回 回 回 回 回

モニターだよりの発行 回 回 回 回 回

・ 食の安全安心取組宣言事業 H28 H29 H30 H31 H32

取組宣言者数　（生産者） 者 者 者 者 者

取組宣言者数　（事業者） 者 者 者 者 者

・ 食の安全安心相互交流理解度アップ事業 H28 H29 H30 H31 H32

食の安全安心セミナーの開催 回 回 回 回 回

地方懇談会の開催 回 回 回 回 回

・ 飲食店及び食品製造施設等の監視指導 H28 H29 H30 H31 H32

監視指導延べ件数 件 件 件 件 件

・ 食品等の収去検査 H28 H29 H30 H31 H32

収去検体数 件 件 件 件 件

○県民からの消費生活相談に対応するため，消費生活相談窓口を設置し，苦情や相談の処理・解決に努めた。

・ 消費生活相談 H28 H29 H30 H31 H32

県相談機関受付件数 件 件 件 件 件

消費生活センター 件 件 件 件 件

県民サービスセンター 件 件 件 件 件

○薬事相談事業，薬と健康の週間事業を通じて，医薬品の適正使用と取扱いについて正しい知識の普及に努めた。

・ 薬事相談窓口の設置

H28 H29 H30 H31 H32

相談受付件数 件 件 件 件 件

・ 「薬と健康の週間」事業

H28 H29 H30 H31 H32

開催イベント件数 件 件 件 件 件

参加人数 人 人 人 人 人

○木造住宅等の耐震診断や耐震改修工事についての相談窓口を設置し，住まいの耐震性等に関する支援を推進した。

・ 耐震相談所開設 H28 H29 H30 H31 H32

開設期間 カ月 カ月 カ月 カ月 カ月

相談受付件数　 件 件 件 件 件

事業内容　・　実施状況 担当課等

食と暮らし
の安全推
進課

【自己評価】
みやぎ食の安全安心消費者モニター
やみやぎ食の安全安心取組宣言者が
増加し，県民参加が進捗した。また，
食中毒の発生しやすい夏季及び年末
に，その季節ごとのトピックを盛り込ん
だチラシを配布しながら監視指導する
ことにより，事業者の危機管理意識の
啓発に努めた。

【課題と今後の対応等】
食の安全安心の確保に向けて，継続
的な施策の実施が必要である。また，
食肉の不十分な加熱による食中毒が
増加傾向にあり，この予防のためには
食品事業者への監視だけではなく，生
肉嗜好のある消費者に対する正しい
知識の啓発が重要であることから，今
後徹底する必要がある。

【今後の方向性】
維持継続

972

2

3

自己評価等

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保

（
１

）
商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
安
全
の
確
保
と
各
種
窓
口
相
談
等
に
よ
る
情
報
提
供
の
充
実

⑥
貸金業者の指導
監督

商工金融
課

【自己評価】
H28年度の立入検査では備置書類や
徴収書類の不備について指摘を行
い，法令等を遵守した適性な業務運営
の推進に寄与している。

【課題と今後の対応等】
今後も貸金業者への定期的な立入検
査等を通じ，法令遵守を徹底し，適正
な業務運営を行うよう指導を続けてい
く。

【今後の方向性】
維持継続

41

施
策

推
進

取組

2,972

39

⑦
食の安全安心の
確保

○みやぎ食の安全安心県民総参加運動事業を通じて，食の安全安心の確保に努めた。また，飲食に起因する衛生上の危害
の発生を防止するため，食品営業施設等に対する監視指導及び食品等の検査を実施した。

3,179

18,790

15

3

1,118

⑧
消費者トラブル
等の相談及び情
報提供

消費生活・
文化課

【自己評価】
相談件数は概ね７千件台で推移して
おり，適切な処理及び解決に努めた。

【課題と今後の対応等】
センター・オブ・センターズとしての機
能が求められており，経由相談等によ
る市町村相談窓口への更なる支援を
図る。

【今後の方向性】
維持継続

7,109 各地方振
興事務所
県民サー
ビスセン
ター(仙台
を除く)

内
訳

5,991

⑩
住まいの耐震性
等に関する支援

建築宅地
課

【自己評価】
耐震診断等の相談窓口を設置するこ
とにより，相談体制の充実が図られ
た。

【課題と今後の対応等】
県内には昭和５６年以前に建築された
耐震性が不十分と見込まれる木造住
宅が多く存在するため，耐震性に不安
のある県民からの相談に対応できるよ
う,引き続き相談窓口を設置する必要
がある。

【今後の方向性】
維持継続

11

27

⑨
医薬品の安全の
確保

薬務課

【自己評価】
「くすりの相談窓口」では，毎年約４００
～５００件近くの相談を受けており，県
民の薬に対する不安払拭を図ることが
できた。また，薬と健康の週間に関連
するイベントを実施し，毎年約５，０００
名参加しているほか，様々な活動によ
り，広く県民に薬の正しい知識に関し
て普及啓発できた。

【課題と今後の対応等】
２０２５年には団塊の世代が７５歳以上
となり高齢化社会が加速することか
ら，県では地域包括ケアシステムの構
築を推進するなど対策を講じている。
薬の相談についても，ますます需要が
高くなることが想定されることから，当
該事業について県広報等を活用し，よ
り多くの方に利用してもらうために周知
を図る。

【今後の方向性】
維持継続

（一社）宮城県薬剤師会薬事情報センター内に「くすりの相談室」を設け，毎週火曜・金曜日に医薬品等の相談・
苦情処理を行った。

535

薬と健康の週間に合わせて，各地域で講演会や展示会等を開催し，医薬品等に関する正しい知識について普及
啓発を行った。
　※薬と健康の週間：10月17日～10月23日

16

約4,700
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・ 住宅・宅地相談 H28 H29 H30 H31 H32

相談受付件数　 件 件 件 件 件

・

H28 H29 H30 H31 H32

相談会開催回数　 回 回 回 回 回

（8市町）

・

H28 H29 H30 H31 H32

住宅相談Ｑ＆Ａの作成 ○

ホームページ掲載 ○

・ 宅地建物取引相談 H28 H29 H30 H31 H32

取引に関する相談　 件 件 件 件 件

取引の紛争の相談 件 件 件 件 件

法令・その他の相談 件 件 件 件 件

・ 広告表示等の監視・指導等 H28 H29 H30 H31 H32

聴き取り等調査件数 件 件 件 件 件

うち指導件数 件 件 件 件 件

○家庭用品品質表示法に基づき立入検査や指導等を実施した。（町村移譲事務）

・ 県（町村含む）の実施状況 H28 H29 H30 H31 H32

立入検査実施店舗数（県・町村） 店舗 店舗 店舗 店舗 店舗

立入検査実施町村数 町 町 町 町 町

（大河原）

※

（参考）市の実施状況 H28 H29 H30 H31 H32

立入検査実施店舗数 店舗 店舗 店舗 店舗 店舗

立入検査実施町村数 市 市 市 市 市

（仙台・角田

・大崎）

・ 食品表示監視指導事業 H28 H29 H30 H31 H32

調査件数 件 件 件 件 件

うち改善指導件数 件 件 件 件 件

・ 食品表示ウォッチャー事業　（みやぎ食の安全安心消費者モニターの中から「食品表示ウォッチャー」100人を委嘱）

H28 H29 H30 H31 H32

モニタリング調査件数 件 件 件 件 件

うち改善指導件数 件 件 件 件 件

・ 食品表示制度普及啓発事業 H28 H29 H30 H31 H32

出前講座・研修会等  回 回 回 回 回

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保

（
１

）
商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
安
全
の
確
保
と
各
種
窓
口
相
談
等
に
よ
る
情
報
提
供
の
充
実

⑪
住まいの相談及
び情報提供

○住宅・宅地相談窓口を設置し，欠陥住宅やシックハウスなどの住宅トラブルに関する相談に応じたほか，新築住宅や住宅
リフォーム等に関する各種助成制度や税制の特例措置，省エネ住宅，長期優良住宅，住宅の瑕疵担保に関する相談などに
対応した。

住宅課

【自己評価】
相談窓口を設け各種相談に応じたほ
か，ホームページの内容を更新，充実
し情報提供をした。

【課題と今後の対応等】
相談窓口における各種相談に応じる
ため，多様化する住宅関連制度等の
情報を収集・整理し，適切な回答や助
言，情報提供等ができるよう努める。

【今後の方向性】
維持継続

約300

みやぎ復興住宅整備推進会議と独立行政法人住宅金融支援機構の共催により，被災者の自力再建に関する相談
会を開催した。

96

住宅に関する相談に適切に対応するため「住宅相談Ｑ＆Ａ」を作成し，併せて住宅課のホームページに掲載すること
で，県民や民間事業者等が，直接担当窓口へアプローチできるようにした。

⑫
不動産取引等の
相談及び情報提
供

○宅地建物取引相談窓口を常時開設し，消費者の宅地建物の取引に関する契約や紛争などの相談に対応するとともに県
ホームページによる相談窓口の情報提供を行い，安全・安心な不動産取引の推進を図った。

建築宅地
課

施
策

推
進

取組 事業内容　・　実施状況 担当課等

【自己評価】
一般県民にとって一世一代の取引で
ある宅地・建物の取得や物件の賃貸
に関する相談に対して，購入者等の利
益の保護の観点から，宅建業法に照
らし適切な助言を行った。

【課題と今後の対応等】
日々多様化，複雑化している宅建業
取引に係る相談に適切に対応できる
よう，職員の相談対応能力の向上に
努めるとともに，事業者に対する指導・
監督等を行っていく。

【今後の方向性】
維持継続

6

4

10

自己評価等

②

消費生活・
文化課

【自己評価】
事業者に対する法令に基づく立入検
査を通じて，法に適合しない品質表示
の家庭用品が販売されていないことの
確認や対象品目に関する知識の啓発
が図られ，消費者利益の保護に努め
ることができた。

【課題と今後の対応等】
同法に基づく立入検査は義務ではな
いが，事業者に対する意識啓発の側
面があり，市町村における消費者利益
の保護の一助となるものである。未実
施の市町村にあっては，「人員の不
足」や「ノウハウがない」等が理由と考
えられることから，立入検査を実施し
た市町村のノウハウ等を共有すること
や，国関係機関（東北経済産業局等）
の助言を受けて，実行性のある方策を
検討していく。

【今後の方向性】
維持継続

5

1

家庭用品の品質
表示の適正化

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成23年法律
第105号）」により，平成24年4月1日からは各市へ事務移譲

35

（
２

）
商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
表
示
及
び
規
格
の
適
正
化
に
よ
る
選
択
の
機
会
の
確
保

①

○景品表示法に基づき，事業者に対し，不当な表示及び景品類付き販売に関して寄せられた苦情等について調査等を行
い，適宜指導を行うことにより，表示及び景品提供の適正化を図った，

消費生活・
文化課

【自己評価】
違反被疑事案に対する調査，指導を
適切に行うことにより，消費者が商品・
サービスを適切に選択できる機会の
確保に努めることができた。

【課題と今後の対応等】
今後も相談員との情報共有を図り，違
反被疑事案の把握に努めていく。

【今後の方向性】
維持継続

不当表示及び不
当な景品類付き
販売の適正化

10

5

食と暮らし
の安全推
進課

【自己評価】
食品表示110番により得られた情報に
基づく調査及び食品表示ウォッチャー
による調査を踏まえた改善指導や食
品表示制度普及啓発により食品表示
の適正化を推進することができた。

【課題と今後の対応等】
今後，加工食品の原料原産地表示制
度の見直しが見込まれているため，国
等と連携しながら普及啓発を進めると
ともに，引き続き食品表示の監視指導
を行う。

【今後の方向性】
維持継続

38

14

3

11

16

食品表示の適正
化

1,344

③

○国や市町村と連携しながら，食品表示110番等の情報により事業者等に対し確認調査を行うなど，食品表示法や景品表示
法に基づく監視指導を行い，食品表示の適正化を図った。
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・ 食品関連事業者等に対する相談・監視指導 H28 H29 H30 H31 H32

相談件数 件 件 件 件 件

監視指導件数 件 件 件 件 件

・ 食品表示説明会 H28 H29 H30 H31 H32

説明会開催回数 回 回 回 回 回

参加人数 人 人 人 人 人

○温泉法に基づく温泉利用施設への立入検査を実施し，再分析や温泉成分等の適正な掲示について確認・指導を行った。

・ 再分析や温泉成分等の適正な掲示についての確認・指導

H28 H29 H30 H31 H32

立入検査実施件数 件 件 件 件 件

・ 温泉施設管理者を対象にした研修会の開催

H28 H29 H30 H31 H32

研修会参加人数 人 人 人 人 人

・ 特定計量器定期検査　（使用中の特定計量器について検査）

H28 H29 H30 H31 H32

検査数 個 個 個 個 個

検査実施市町村数 7市9 町 町 町 町 町

・ 特定計量器検定検査　（製造・修理された特定計量器及び基準器について検査）

H28 H29 H30 H31 H32

検査数 (特定計量器) 個 個 個 個 個

検査数 (基準器) 個 個 個 個 個

○県内のスーパーや商店等を対象に，商品量目検査を実施し，表示量目の適正化を図った。

・ 立入検査の実施 H28 H29 H30 H31 H32

商品量目 個 個 個 個 個

特定計量器 個 個 個 個 個

計量関係事業所 カ所 カ所 カ所 カ所 カ所

H28 H29 H30 H31 H32

情報提供 ○

2 3

24

自己評価等

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保

（
２

）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
表
示
及
び
規
格
の
適
正
化
に
よ
る
選
択
の
機
会
の
確
保

④
食品の栄養や健
康に関する表示
の適正化

○消費者へ適切な情報提供がなされるよう，事業者に対して栄養成分表示及び虚偽・誇大広告について指導・監督・相談等
を行うとともに，事業者及び一般県民に対する普及啓発を行った。

健康推進
課

【自己評価】
食品の栄養成分表示や健康の保持増
進効果等の虚偽・誇大広告等につい
て，各保健所及び健康推進課におい
て，事業者への相談・指導や消費者へ
の情報提供等を行った。また，平成27
年度に施行された食品表示法につい
ては，食品関連事業者説明会の開催
や県ホームページにより，広く周知を
図った。

【課題と今後の対応等】
食品表示法による加工食品の栄養成
分表示義務化の猶予期間が平成32年
3月3１日までのため，業者からの相談
件数が増加している。引き続き，食品
関連事業者等への相談や普及啓発を
行う。

【今後の方向性】
維持継続

146

10

施
策

推
進

取組 事業内容　・　実施状況 担当課等

⑤
温泉利用施設の
温泉成分等の掲
示の適正化

薬務課

【自己評価】
毎年，温泉利用施設管理者等に対し，
研修会等で再分析や温泉成分等の適
正な掲示について周知しているほか，
定期的に温泉利用施設に立入検査を
実施し，温泉の適正利用について指
導することができた。

【課題と今後の対応等】
超高齢化が進み，健康維持の観点か
ら，県民が健康食品の摂取や温泉療
法など様々な健康管理方法に興味を
示している。しかしながら，誤った知識
のもとでこれらの行為が行われた場
合，健康を害する恐れがあるため，正
しい知識の普及啓発が必要である。こ
のことから，今後も温泉利用施設管理
者等に対して，研修会や立入検査を
実施して，温泉の適正使用を推進す
る。

【今後の方向性】
維持継続

50

「温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発電関係）の一部改正に伴う宮城県の対応」と「近年の温泉法に係
る話題」について研修会で周知を図った。

106

861

⑥
特定計量器等及
び表示量目の適
正化

○特定計量器（はかり，タクシーメーター等）の精度を公的に担保するため，事業者が製造・修理した計量器及び商店，学
校，薬局等で使用している計量器の検定検査を実施した。

産業立地
推進課

【自己評価】
検査機器の計画的な更新等による業
務の効率化を図り，申請された特定計
量器検定検査の全数検査を実施し，
計量器の精度確保に寄与できた。

【課題と今後の対応等】
検査精度維持のため，検査機器を適
宜更新する必要があることから，更新
計画に基づき適宜更新する。また，タ
クシー車両の多様化等により検査の
方法も多岐にわたっていることから，
それに対応できる職員の育成を図る
必要がある。よって，検査対象事業者
及びその検査周期等を正確に把握す
ることにより，効率的な実施計画を策
定する。

【今後の方向性】
維持継続

4,086

6,952

60

【自己評価】
適切な情報提供に努めた。

【課題と今後の対応等】
対象によってより効果的な周知方法を
検討し，さらなる普及啓発を図ってい
く。

【今後の方向性】
維持継続

重点推進項目 1

（
３

）
適
正
な
契
約
の
確
保

①
消費生活に関連
する制度等の普
及啓発

○消費生活に関連する各種制度の概要や改正状況等について，ホームページや情報誌に掲載すること等により制度の普及
啓発を図った。

消費生活・
文化課

847

59,754

35
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・ 不適正な取引行為を行った事業者への指導等

H28 H29 H30 H31 H32

聴き取り等調査件数 件 件 件 件 件

うち行政指導 件 件 件 件 件

うち行政処分 件 件 件 件 件

・ 成年後見制度に関する研修会の開催 H28 H29 H30 H31 H32

開催回数 回 回 回 回 回

受講者数 人 人 人 人 人

・ 高齢者虐待対策機能強化事業　（相談受付窓口：特定非営利活動法人宮城福祉オンブズネットエールへの委託事業)

H28 H29 H30 H31 H32

相談受付件数 件 件 件 件 件

うち成年後見制度に関わる相談件数 6 件 件 件 件 件

3

・ 県内の石油製品価格状況の情報提供 H28 H29 H30 H31 H32

情報収集及び情報提供 ○

・ 石油製品の価格安定等に関する要請の実施

宮城県石油商業協同組合，宮城県石油商業組合及び各石油元売会社に協力を要請した。　

H28 H29 H30 H31 H32

要請日 H28.11.25

・ 関係法令に基づく措置 H28 H29 H30 H31 H32

措置の実施 －

H28 H29 H30 H31 H32

情報提供 ○

H28 H29 H30 H31 H32

情報提供 ○

施
策

推
進

取組 事業内容　・　実施状況 担当課等 自己評価等

消費生活・
文化課

【自己評価】
消費者相談等から覚知した違反被疑
事案に対する調査を実施し，不適正な
取引行為が認められた場合に必要な
指導等を行うもの。H28にあっては指
導等に至った事案はなかった。

【課題と今後の対応等】
今後も相談員との情報共有による連
携を図り，行政指導等によって適正な
取引行為等の確保に努めていく。

【今後の方向性】
維持継続

6

-

-

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保

（
３

）
適
正
な
契
約
の
確
保

②
不適正な取引行
為の調査・指導
等

○不適正な取引を行っているおそれがある事業者に対し，各種法令に基づき調査等を実施し，必要に応じて指導等を行った
ほか，関連情報の提供を行い，適正な取引行為等の確保に努めた。

③
成年後見制度等
の普及等

○地域包括支援センターを中心に，地域に住む高齢者の見守り体制の構築や消費者被害に関する情報の提供，成年後見
制度の活用促進を図った。

（
４

）
生
活
関
連
物
資
の
安
定
供
給

①

○県内の石油製品の価格動向等についての情報収集を行い，価格の安定と円滑な供給について関係機関及び事業者等に
対し，要請を行った。なお，異常な物価高騰や買い占め・売り惜しみなどが行われるおそれがある場合には，関係法令に基づ
いて必要な措置を講じることとしている。

消費生活・
文化課

【自己評価】
資源エネルギー庁が調査する石油製
品価格及び宮城県生協連が実施する
灯油モニター調査価格等の情報収集
を行うとともに，ホームページに掲載
し，灯油，ガソリン，軽油価格動向の情
報提供に努めた。また，石油製品の適
正価格と安定供給のための協力要請
も実施した。

【課題と今後の対応等】
生活に関わる関心の高い情報である
ため，引き続き定期的な情報収集を行
うとともに情報提供を実施していく。

【今後の方向性】
維持継続

生活関連物資の
価格調査及び物
価情報の提供

②
消費者物価指数
等の情報提供

○ホームページ等により「仙台市消費者物価指数」等を毎月公表し，適切な情報提供に努めた。なお，年報は2月，年度報は
5月に公表した。

統計課

【自己評価】
適切な情報提供に努めた。

【課題と今後の対応等】
県民にとって消費者物価指数がよりわ
かりやすいものとなるように，公表資
料の表現やホームページの掲載方法
について工夫し，見やすいものとして
いく。

【今後の方向性】
維持継続

○消費生活に関連が深く，価格の変動が激しい石油製品の価格状況をホームページに掲載し，毎週更新することにより常
時，情報を提供した。

消費生活・
文化課

【自己評価】
資源エネルギー庁が調査する石油製
品価格及び宮城県生協連が実施する
灯油モニター調査価格をホームページ
に掲載し，灯油，ガソリン，軽油価格動
向の情報提供に努めた。

【課題と今後の対応等】
生活に関わる関心の高い情報である
ため，引き続き情報提供を実施する。

【今後の方向性】
維持継続

長寿社会
政策課

【自己評価】
高齢者の生活を総合的に支える拠点
である地域包括支援センター職員を対
象とした研修会を開催し，センターに
求められる役割や現場対応の心構え
を周知できた。

【課題と今後の対応等】
今後，認知症高齢者の増加等に伴
い，成年後見制度の利用ニーズは拡
大するものと考えられる。関係機関と
協力しながら，市町村の支援や地域
包括支援センター職員等への研修会
実施といった取組が必要である。

【今後の方向性】
維持継続

2

175

24

重点推進項目 1 2
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H28 H29 H30 H31 H32

・ 非常時に備えた連絡体制の確認 ○

・ ○

・ 年度末現在の提携事業者数 社 社 社 社 社

（ファミリーマート，ローソン，セブンイレブンジャパン）

・ H28年度実績

高病原性鳥インフルエンザ防疫処理に伴う食料等の供給

・ 災害時における応急生活物資　（食料品，飲料水，日用品，衣類等）　の供給実績

H28 H29 H30 H31 H32

－

食料品 おにぎり，菓子パン，カップ麺，果物　など

飲料水 ミネラルウォーター，お茶，ジュース　など

日用品 毛布，タオルケット，乾電池，歯ブラシ，紙オムツ　など

衣類等 肌着，靴下，セーター　など

・

防災訓練の実施 H28 H29 H30 H31 H32

○

H28 H29 H30 H31 H32

措置の実施 －

○消費生活協同組合法に基づき，指導検査を実施した。

H28 H29 H30 H31 H32

指導検査実施件数 組合 組合 組合 組合 組合

・ 東北経済産業局との合同立入検査 H28 H29 H30 H31 H32

割賦販売法に基づく立入検査 － 事業者 事業者 事業者 事業者

※ 適正な事業運営を確認するための検査であり，悪質事業者に対する立入検査とは異なる。

自己評価等

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保

（
４

）
生
活
関
連
物
資
の
安
定
供
給

③
災害時における
物資供給及び物
価監視等

○災害時における物資の供給について，提携事業者(コンビニエンスストア)との協定に基づき，連携して被災地への物資供
給に努めた。

食産業振
興課

【自己評価】
非常時に備え，提携事業者（コンビニ
エンスストア３社）と連絡体制を確認し
た。

【課題と今後の対応等】
引き続き，提携事業者との協定に基づ
き，連携して被災地への物資供給を行
う。

【今後の方向性】
維持継続

物資要請にかかる図上訓練　（6.12総合防災訓練）

3

○災害時における物資の供給について，提携事業者(宮城県生活協同組合連合会)との協定に基づき，連携して被災地への
物資供給を行う。

消費生活・
文化課

施
策

推
進

取組 事業内容　・　実施状況 担当課等

消費生活・
文化課

【自己評価】
H28年度は合同立入検査を実施しな
かったが，これまでも東北経済産業局
と連携し合同で実施することにより，法
に基づく適正な事業運営を指導するこ
とができている。

【課題と今後の対応等】
今後も連携による情報交換・情報共有
に努めていく。

【今後の方向性】
維持継続

要請先：セブンイレブンジャパン

供給量：おにぎり　7,500個　　飲み物（ペットボトル）　3,758本

②
割賦販売事業者
の指導監督

○東北経済産業局との連携により，割賦販売法に基づく立入検査を実施し，割賦販売等に係る取引の公正化及び購入者等
の利益の保護を図る。

【自己評価】
東日本大震災以降は，応急生活物資
供給の実績はないが，総合防災訓練
において，宮城県生協連の参加協力
を得ながら訓練にあたっており，災害
時の対応に備えている。

【課題と今後の対応等】
災害時の物資供給は必要不可欠であ
るため，協定を維持していくとともに，
訓練等で協力体制の確認を行ってい
く。

【今後の方向性】
維持継続

物資要請にかかる図上訓練　（6.12総合防災訓練）

○災害に乗じた異常な物価高騰や買い占め・売り惜しみなどが行なわれるおそれがある場合などには，関係法律に基づいて
必要な措置をとる。

（
５

）
所
掌
す
る
団
体
・
事
業
者
等
へ
の
適
切
な
指
導
監
督

①
消費生活協同組
合の指導監督

消費生活・
文化課

【自己評価】
生協法に基づき生協に対する指導検
査を実施し，法令等の遵守を図らせる
とともに，運営状況，会計状況等につ
いて検査及び指導することができた。

【課題と今後の対応等】
生協事業の健全な運営と組合員の保
護を図るため，生協に対する指導検査
を引き続き行う。

【今後の方向性】
維持継続

消費生活協同組合への指導検査実施

6
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H28 H29 H30 H31 H32

・ 各種会議等での意見交換・情報交換 ○

※ 主な出席会議等 都道府県等消費者行政担当課長会議，　１６大都道府県消費者行政担当課長会議，

全国消費生活センター所長会議，　消費者行政ブロック会議　など

H28 H29 H30 H31 H32

・ 調査依頼及び調査協力による情報共有 ○

・ 県警との情報の共有化を図り，振り込め詐欺等の高齢者を狙った悪質事業者からの被害の拡大防止に努めた。

H28 H29 H30 H31 H32

○

・ 会議の開催等による情報共有及び連携 H28 H29 H30 H31 H32

会議の開催 ○

※ 宮城県多重債務問題対策会議（ヤミ金融対策を含む），　宮城県消費者行政推進会議，

市町村消費者行政担当課長会議　など

・ 宮城県コンシューマー・サービスリーダー会議(CSL)との連携

H28 H29 H30 H31 H32

総会 

意見交換会

・ 公正取引協議会への支援・協力

H28 H29 H30 H31 H32

・ 来所した事業者に対するセンターからの助言

H28 H29 H30 H31 H32

事業者数 事業者 事業者 事業者 事業者 事業者

施
策

推
進

取組 事業内容　・　実施状況 担当課等 自己評価等

消費生活・
文化課

【自己評価】
消費者庁主催の会議をはじめとした各
種会議等に出席し，情報収集を行っ
た。同時に国及び他県との情報交換
により，他県の取組みなど，参考とす
るべき事項の把握に努め，活用するこ
とができた。
また，県警及び市町村とも必要に応じ
て随時情報交換を行うとともに，会議
の開催により情報共有を行うことがで
きた。

【課題と今後の対応等】
今後も情報収集，情報交換の場を大
切にするとともに，各関係機関との連
携を図っていく。

【今後の方向性】
維持継続

各地方振
興事務所
県民サー
ビスセン
ター(仙台
を除く)

○悪質な事業者及び違法な貸金業者（いわゆる「ヤミ金融」）等に関する情報交換を随時行い，情報共有化等の連携により
対応を図った。

重点推進項目 1 2 3

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保

（
６

）
関
係
機
関
及
び
各
種
団
体
と
の
連
携
・
協
力

①
国，他の都道府
県,市町村，警察
本部との連携

○各種会議に出席するなど，国や他の都道府県と，適宜意見交換・情報交換を行うとともに，随時，調査の協力等による情
報提供，情報収集などの連携を図った。

②
事業者及び事業
者団体の自主的
な取組への支援

○事業者や事業者団体が自ら実施する消費者の信頼を確保するための取組等に対して適切な支援・協力を行った。

家電公取協「正しい表示店頭
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」支援・協力

公正取引協議会北海道・東北
ブロック連絡会議

46

重点推進項目 1 2 3

H29.1.26　

消費生活・
文化課

【自己評価】
必要に応じて随時情報交換を行うとと
もに，会議の開催により情報共有を行
うことができた。また，各種公正取引協
議会の取組に対しても支援・協力を行
うことができた。

【課題と今後の対応等】
今後も連携による情報交換・情報共有
に努めていくとともに，取組に対する支
援・協力を行っていく。

【今後の方向性】
維持継続

H28.6.29　

H28.11.21

H29.2.22
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２　自立した消費者の育成

※別添「宮城県消費者教育推進計画　実施状況」に掲載

３　消費者被害の防止と救済

・ 研修機会の確保 H28 H29 H30 H31 H32

レベルアップ研修会 回 回 回 回 回

・ 法律相談会等の開催 H28 H29 H30 H31 H32

法律相談会の開催 回 回 回 回 回

消費生活問題研究会の開催 回 回 回 回 回

件 件 件 件 件

   

○市町村の消費生活相談対応機能の向上を図るため，相談員等を対象とした研修会や法律相談会等を開催した。

・ 消費生活相談員研修会（一泊）の開催 H28 H29 H30 H31 H32

開催日

受講者数 人 人 人 人 人

・
H28 H29 H30 H31 H32

開催回数 回 回 回 回 回

受講者数 人 人 人 人 人

・ 法律相談会 H28 H29 H30 H31 H32

開催回数 回 回 回 回 回

受講者数 人 人 人 人 人

・ H28 H29 H30 H31 H32

件 件 件 件 件

施
策

推
進

取組 事業内容　・　実施状況

4

担当課等 自己評価等

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

（
１

）
消
費
生
活
相
談
体
制
及
び
相
談
機
能
の
充
実

①

県消費生活セン
ター等における
相談対応機能の
向上

○相談対応機能の向上を図るため，県の消費生活相談員等の研修機会を確保するとともに，解決が困難な事例及び法律上
の判断が必要な事例について，定期的に弁護士等を講師とした法律相談会等を開催した。

消費生活・
文化課

【自己評価】
相談業務に役立てることができる内容
の講義や，弁護士による事例の検討
会等の相談員の相談対応資質向上を
目的とした研修会を継続的に開催し
た。

【課題と今後の対応等】
相談内容は年々多様化・深刻化してき
ており，今後も継続的な資質向上を図
る必要がある。またアドバイザー弁護
士制度の事例蓄積が進んでおり，そ
の活用を図っていく。

【今後の方向性】
維持継続

4
各地方振
興事務所
県民サー
ビスセン
ター(仙台
を除く)

6

②

市町村の消費生
活相談員の相談
対応機能の向上
支援

消費生活・
文化課

市町村消費生活相談員等レベルアップ
研修会の開催

4

132

消費生活相談ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ弁護士
制度相談件数（県分）

24

【自己評価】
市町村相談員を対象に，相談業務に
役立てることができる内容の講義や，
弁護士による事例の検討会等の相談
員の相談対応資質向上を目的とした
研修会を継続的に開催した。

【課題と今後の対応等】
相談内容は年々多様化・深刻化してき
ており，今後も継続的な資質向上を図
る必要がある。またアドバイザー弁護
士制度の事例蓄積が進んでおり，そ
の活用を図っていく。

【今後の方向性】
維持継続

H28.9.1

各地方振
興事務所
県民サー
ビスセン
ター(仙台
を除く)

～H28.9.2

41

重点推進項目 1 2 3

消費生活相談アドバイザー弁護士制度
相談件数（市町村分） 81

77

4
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・ 常時，県のホームページに最新情報を掲載し，情報の提供を行った。

H28 H29 H30 H31 H32

情報提供 ○

・

H28 H29 H30 H31 H32

地域包括支援センター カ所 カ所 カ所 カ所 カ所

訪問介護事業所 カ所 カ所 カ所 カ所 カ所

メール配信期間 (H28.4

～H29.3)

・ 各種啓発用リーフレットの作成・配布 H28 H29 H30 H31 H32

作成・配布総数 部 部 部 部 部

リーフレット作成種類 5 種類 種類 種類 種類 種類

「知っておこう！これだけは」 部 部 部 部 部

「知っておこう！消費生活知識」 部 部 部 部 部

｢小学生も消費者！｣ 部 部 部 部 部

「知っておこう！消費者トラブル」 部 部 部 部 部

「見守りワークブック」 部 部 部 部 部

・ 新聞等への記事掲載，テレビ・ラジオ等での広報 H28 H29 H30 H31 H32

県政だより 回 回 回 回 回

河北情報誌　週刊オーレ 回 回 回 回 回

いきいきライフみやぎ 回 回 回 回 回

くらしWatching 回 回 回 回 回

ぱど 回 回 回 回 回

COOP Calendar 回 回 回 回 回

河北新報 回 回 回 回 回

河北新報夕刊 回 回 回 回 回

読売新聞 回 回 回 回 回

毎日新聞 回 回 回 回 回

大崎タイムス 回 回 回 回 回

みやぎテレビ・ＮＨＫのデータ放送

ラジオCM AM放送回数 AM 回 AM 回 AM 回 AM 回 AM 回

FM放送回数 FM 回 FM 回 FM 回 FM 回 FM 回

放送期間

～H29.3.4

Koboパーク宮城内電光掲示板CM

広報課Ｆａｃｅｂｏｏｋ 回 回 回 回 回

宮城県メールマガジン「メルマガみやぎ」 回 回 回 回 回

宮城県ラジオ放送 回 回 回 回 回

・ 各種啓発用品の作成 H28 H29 H30 H31 H32

啓発用ティッシュ作成 個 個 個 個 個

啓発用ウェットティッシュ作成 個 個 個 個 個

啓発用ボールペン作成 本 本 本 本 本

封筒作成 枚 枚 枚 枚 枚

担当課等

○各種啓発用リーフレットの作成・配布や新聞等への積極的な情報提供等により啓発を行い，消費者被害の未然防止を図っ
た。

85,000

99

自己評価等

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

（
２

）
消
費
者
被
害
の
未
然
防
止

①
各種媒体を活用
した消費者トラブ
ル等の情報提供

○独立行政法人国民生活センターが運用する「見守り新鮮情報」等を活用して，県のホームページへの情報の掲載等を迅速
に行うことにより，積極的に情報を提供することで，消費者被害の未然防止を図った。

消費生活・
文化課

【自己評価】
様々な媒体を通して積極的な情報提
供等による啓発活動を行った。また，
メールの配信箇所の普及に努め，配
信件数の増加につながった。

【課題と今後の対応等】
対象によって，より効果的な周知方法
を検討し，さらなる普及啓発を図って
いく。

【今後の方向性】
維持継続

各地方振
興事務所
県民サー
ビスセン
ター(仙台
を除く)

毎月１回，情報誌「みやぎの消費生活情報」を作成・配布するとともに，地域包括支援センターと訪問介護事業所に
メール配信した。

60

施
策

推
進

取組 事業内容　・　実施状況

14,000

20,000
内
 

訳

30,000

20,000

1,000

1

1

4

1

2

9

1

2

1

○

1

1

H28.5.3

～H28.5.31

3

H28.11.14

22

22

80,000

21

3

5,000

1,500

1,000

重点推進項目 1 2 3
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H28 H29 H30 H31 H32

パネル展示 回 回 回 回 回

パネルの貸し出し 回 回 回 回 回

ビデオ・DVDの貸し出し 回 回 回 回 回

H28 H29 H30 H31 H32

来場者数 人 人 人 人 人

開催期間

○幅広い年代を対象として，出前講座を積極的に開催し，消費者被害の意識啓発を図った。

・ 出前講座の開催

県消費生活センター実施分 H28 H29 H30

開催回数/受講者数 人 人 人

若者対象 人 人 人

高齢者対象 人 人 人

福祉関係者対象 人 人 人

一般対象 人 人 人

事業者・団体対象 人 人 人

H31 H32

開催回数/受講者数 人 人

若者対象 人 人

高齢者対象 人 人

福祉関係者対象 人 人

一般対象 人 人

事業者・団体対象 人 人

各県民サービスセンター実施分 H28 H29 H30

開催回数/受講者数 人 人 人

若者対象 人 人 人

高齢者対象 人 人 人

福祉関係者対象 人 人 人

一般対象 人 人 人

事業者・団体対象 － － 人 人

H31 H32

開催回数/受講者数 人 人

若者対象 人 人

高齢者対象 人 人

福祉関係者対象 人 人

一般対象 人 人

事業者・団体対象 人 人

担当課等 自己評価等

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

（
２

）
消
費
者
被
害
の
未
然
防
止

② 展示会での啓発

○パネル展を開催し，消費生活に関するパネルを展示することで，時代に対応した身近な消費生活に関する情報を提供し，
消費者被害の未然防止を図った。

消費生活・
文化課

【自己評価】
県庁や青葉通りなど人通りの多い所で
パネル展示を行うことにより，多様な
層への啓発を行うことができた。
DVD等貸出の周知が進み，多く貸出
の希望があった。
消費生活展では，消費生活に興味を
持ってもらえる展示内容や消費生活講
座になるよう心がけた。クイズラリーを
実施することで，隅々まで展示を見て
もらう工夫をした。アンケートでは役に
立つ内容だったと高い評価を得ること
ができた。

【課題と今後の対応等】
展示の機会を増やし，より多くの県民
の目に触れるようにするとともに，啓発
物の貸出を行っていることをさらに周
知し，各自治体や団体の啓発活動に
寄与する。
消費生活展では，来場者数や消費生
活講座の参加者を更に増やすため広
報・宣伝を強化する必要がある。

【今後の方向性】
維持継続

4 各地方振
興事務所
県民サー
ビスセン
ター(仙台
を除く)

1

施
策

推
進

取組 事業内容　・　実施状況

○消費生活講座や消費生活相談，パネル展示など消費生活に役立つ内容を集約した消費生活展を開催し，消費者被害の
未然防止を図った。 (金融広報

委員会)

宮城県金融広報委員会と共催し，「みんなの強みを活かせ　安全・安心な社会に県民総活躍～暮らしに役立つ知識を
身につけよう！～」をテーマに掲げ，パネル展示や消費生活講座，消費生活相談等を行った。

982

31

～H29.1.27

③
講演会，出前講
座の開催

内
　
訳

回/

9 回/ 596 回/

H29.1.24

回/

22 回/ 768 回/ 回/

消費生活・
文化課

【自己評価】
相談員が講師となり，センターに寄せ
られている相談事例や注意する点等
について，寸劇を取り入れながら対象
ごとに内容を調整し注意喚起した。

【課題と今後の対応等】
相談員のみによる実施には限界があ
り，啓発活動を行える人材の育成が求
められている。

【今後の方向性】
維持継続

各地方振
興事務所
県民サー
ビスセン
ター(仙台
を除く)

43 回/ 2,256 回/ 回/

8 回/ 737

回/

回/ 回/

1 回/ 100 回/

回/

3 回/ 55 回/ 回/

回/

回/

内
　
訳

回/

回/

回/

回/

回/ 回/

回/

回/

回/

内
　
訳

9 回/ 1,589 回/ 回/

36 回/

60 回/ 1,829 回/

回/

　　/ 回/ 回/

9 回/ 160 回/

回/

6 回/ 163 回/ 回/

917 回/

内
　
訳

回/ 回/

回/

回/ 回/

回/ 回/

回/

回/ 回/

回/ 回/

重点推進項目 1 2 3
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○講話の実施や家宅訪問，関係機関と連携した広報活動をとおして特殊詐欺被害の抑止を図った。

○高齢者や障害者の権利擁護行っている団体と連携し，権利擁護に関する相談対応，普及活動を実施した。

○福祉団体等と連携し，地域の高齢者の見守り体制の構築，消費者被害の情報提供及び市町村への支援を行った。

※詳細については，別添「宮城県消費者教育推進計画　実施状況（２－（１）－②）」を参照

・ 相談窓口（社会福祉法人宮城県社会福祉協議会への委託事業）

H28 H29 H30 H31 H32

相談受付件数 件 件 件 件 件

① 一般相談 件 件 件 件 件

② 専門相談 件 件 件 件 件

③ 巡回相談 件 件 件 件 件

※ ① 一般相談（家庭や日常生活の心配ごと，悩みごとなど）

② 専門相談（法律関係，認知症を含む医療・健康など）

③

・ 成年後見制度に関する研修会の開催 H28 H29 H30 H31 H32

開催回数 回 回 回 回 回

受講者数 人 人 人 人 人

・ 高齢者虐待対策機能強化事業　（相談受付窓口：特定非営利活動法人宮城福祉オンブズネットエールへの委託事業)

H28 H29 H30 H31 H32

相談受付件数 件 件 件 件 件

うち成年後見制度に関わる相談件数 6 件 件 件 件 件

・ 高齢者権利擁護講演会の開催 H28 H29 H30 H31 H32

開催回数 回 回 回 回 回

・ 高齢者虐待対策機能強化事業　（相談受付窓口：特定非営利活動法人宮城福祉オンブズネットエールへの委託事業)

H28 H29 H30 H31 H32

相談受付件数 件 件 件 件 件

・ 高齢者権利擁護推進研修の開催 H28 H29 H30 H31 H32

開催回数 回 回 回 回 回

人 人 人 人 人

・ 県高齢者虐待対策担当者会議の開催 H28 H29 H30 H31 H32

開催回数 回 回 回 回 回

担当課等 自己評価等

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

（
３

）
消
費
生
活
上
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
消
費
者
へ
の
支
援

①

社会福祉
課

長寿社会
政策課

障害福祉
課

生活安全
企画課

地域の見守り体
制の構築等【再
掲】

○被災者支援業務の従事者を対象に消費者教育に関する研修等を実施し，仮設住宅や公営住宅に居住する被災者の支
援を行った。

重点推進項目 1 2 3

②

高齢者の日常生
活等の悩みに対
する相談機能の
充実

○高齢者及びその家族が抱える医療，法律，保健・介護等に関する心配ごとや悩みごとなどの専門相談を実施し，県内全域
をカバーするセーフティネットとしての役割を担うことにより，高齢者及びその家族の福祉の増進を図った。　※　社会福祉法
人宮城県社会福祉協議会への委託事業

施
策

推
進

取組 事業内容　・　実施状況

内
訳

1,210

433

40

長寿社会
政策課

【自己評価】
高齢者及びその家族の相談窓口とし
て，関係機関との情報交換や広報活
動を行い，県内全域をカバーするセー
フティネットの役割を担った。

【課題と今後の対応等】
事業として定着していると認められる
が，専門的な相談に迅速かつ的確に
対応できるよう，今後も関係機関と密
に連携を図るとともに，より一層の事
業周知に努めていく必要がある。

【今後の方向性】
維持継続

1,683

巡回相談（柴田町，加美町，丸森町，利府町，女川町，大河原町，涌谷町）

重点推進項目 1 2 3

④
高齢者の権利の
擁護

○高齢者権利擁護講演会の開催等を通じて関係者等への啓発を行うほか，相談窓口を開設するなど高齢者の虐待防止及
び権利擁護の促進を図った。

参加人数

重点推進項目 1 2 3

③
成年後見制度等
の普及等【再掲】

○地域包括支援センターを中心に，地域に住む高齢者の見守り体制の構築や消費者被害に関する情報の提供，成年後見
制度の活用促進を図った。

長寿社会
政策課

【自己評価】
高齢者の生活を総合的に支える拠点
である地域包括支援センター職員を対
象とした研修会を開催し，センターに
求められる役割や現場対応の心構え
を周知できた。

【課題と今後の対応等】
今後，認知症高齢者の増加等に伴
い，成年後見制度の利用ニーズは拡
大するものと考えられる。関係機関と
協力しながら，市町村の支援や地域
包括支援センター職員等への研修会
実施といった取組が必要である。

【今後の方向性】
維持継続

2

175

24

長寿社会
政策課

【自己評価】
高齢者権利擁護をテーマとする講演
会の開催をとおして，施設従事者等に
対して権利擁護の重要性を周知でき
たほか，虐待相談窓口の運営（委託）
により，市町村の虐待対応を支援する
ことができた。

【課題と今後の対応等】
虐待は高齢者の権利が脅かされる状
況であることから，迅速な対応が求め
られる。早期発見・早期対応のため
に，関係機関とのネットワーク構築及
び連携体制の強化，市町村等職員に
対する支援といった取組が必要であ
る。

【今後の方向性】
維持継続

2

24

3

290

1

重点推進項目 1 2 3
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・ 相談窓口（社会福祉法人宮城県身体障害者福祉協会への委託）

H28 H29 H30 H31 H32

 相談件数 件 件 件 件 件

稼動日数 週 6 日 週 日 週 日 週 日 週 日

○精神保健福祉センター内に心の健康相談電話を設置して，県民の精神的健康の保持増進を図った。

・ 心の健康相談電話 H28 H29 H30 H31 H32

相談件数　 件 件 件 件 件

医療機関紹介 件 件 件 件 件

関係機関紹介 件 件 件 件 件

助言・指導 件 件 件 件 件

来所予約 － 件 件 件 件 件

・ 県相談機関関係分　(消費生活センター及び県民サービスセンター)

H28 H29 H30 H31 H32

相談受付件数 件 件 件 件 件

うちあっせん件数 件 件 件 件 件

○条例第41条に基づく県民からの申出に対して，必要な措置を講じる。

・ 条例の規定に違反する事業者等に措置をとるよう求める申出

H28 H29 H30 H31 H32

申請受理件数 －

・ 不適正な取引行為を行った事業者への指導等

H28 H29 H30 H31 H32

聴き取り等調査件数 件 件 件 件 件

うち行政指導 件 件 件 件 件

うち行政処分 件 件 件 件 件

・ 依頼先，件数 H28 H29 H30 H31 H32

製品評価技術基盤機構 件 件 件 件

一級建築士 件 件 件 件

国民生活センター 件 件 件 件

自己評価等

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

（
３

）
消
費
生
活
上
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
消
費
者
へ
の
支
援

⑤
障害者の権利の
擁護

○障害者の権利の擁護に係る相談等に対応するための常設相談窓口を設置し，必要に応じて専門機関等との連携を図っ
た。 障害福祉

課

【自己評価】
電話相談という匿名性の高さや面接
相談に比べ敷居が低い気軽さの利点
を活かし，様々な悩みを訴える相談者
の辛さや孤独感に寄り添うことができ
た。

【課題と今後の対応等】
曜日ごとに相談者の障害種別を分け
ている（例，月曜日は精神障害者の相
談日）が，担当障害以外の相談対応も
増加しており，障害特性について学習
する機会の必要性が高まっているた
め，研修や相談員間の綿密な情報共
有により，相談員の専門性や相談対
応力の向上を目指す。

【今後の方向性】
維持継続

808

重点推進項目 1 2

施
策

担当課等

110

3

⑥
心の健康問題に
関する相談支援

障害福祉
課

【自己評価】
毎年２，０００件を超える相談が寄せら
れており，相談窓口として広く県民に
認知されており，県民の精神的健康の
保持増進に寄与することができた。

【課題と今後の対応等】
震災等の影響もあり，様々な心の問題
を抱える方の増加が懸念されることか
ら，引き続き電話相談窓口を設置し，
県民の精神的健康の保持増進に努め
る。

【今後の方向性】
維持継続

3,213

内
訳

23

3,080

－

④ 商品等の検査

○消費生活相談の対象となった商品・サービスの効能，欠陥の有無等について，独立行政法人製品評価技術基盤機構，独
立行政法人国民生活センターなど専門機関に診断を依頼するなど，原因の究明に努めた。

推
進

取組 事業内容　・　実施状況

消費生活・
文化課

【自己評価】
申出に至る事案はなかった。相談内
容・件数の多い事案については職権で
調査を行っていることや，特定商取引
法など条例以外の事案として取り扱わ
れる場合が多いことも理由のひとつと
考えられる。

【課題と今後の対応等】
違反性の高い相談については，早期
に法執行担当者に情報提供がなされ
るよう，今後とも相談員との連携を図り
つつ対処していく。

【今後の方向性】
維持継続

③
不適正な取引行
為の調査・指導
等【再掲】

○不適正な取引を行っているおそれがある事業者に対し，各種法令に基づき調査等を実施し，必要に応じて指導等を行った
ほか，関連情報の提供を行い，適正な取引行為等の確保に努めた。

消費生活・
文化課

【自己評価】
消費者相談等から覚知した違反被疑
事案に対する調査を実施し，不適正な
取引行為が認められた場合に必要な
指導等を行うもの。H28にあっては指
導等に至った事案はなかった。

【課題と今後の対応等】
今後も相談員との情報共有による連
携を図り，行政指導等によって適正な
取引行為等の確保に努めていく。

【今後の方向性】
維持継続

6

-

消費生活・
文化課

【自己評価】
高齢者や自主的に事業者と交渉する
ことが困難な相談者をあっせんするな
ど，各相談の適切な対応に取り組ん
だ。

【課題と今後の対応等】
今後も高齢者や自主的に事業者と交
渉することが困難な相談者の相談は
増えていくと予想される。適切な対応
が求められている。

【今後の方向性】
維持継続

各地方振
興事務所
県民サー
ビスセン
ター(仙台
を除く)

7,109

256

重点推進項目 1 2

消費生活・
文化課

【自己評価】
専門機関に診断を依頼し，結果を原因
究明や事業者指導に繋げてきたが，
H28は実績がなかった。

【課題と今後の対応等】
今後も適宜，専門機関の活用を図って
いく。

【今後の方向性】
維持継続

各地方振
興事務所
県民サー
ビスセン
ター(仙台
を除く)

－

－

2 3重点推進項目 1

（
４

）
消
費
者
被
害
の
拡
大
防
止
と
被
害
者
の
救
済

①

消費者からの苦
情に対する調
査・助言・あっせ
ん及び専門機関
の紹介等

○消費者から相談窓口に寄せられた苦情・相談等に対して，適切な助言やあっせん等を行った。また，専門的な対応が必要
な事案については，専門機関の紹介又は仲介を行った。

3

②
条例第４１条の
申出に対する対
応

-

14/19



・ 「多重債務者相談マニュアル～宮城版～」に基づいた相談処理の実施

H28 H29 H30 H31 H32

件 件 件 件 件

・ 多重債務無料相談会の実施

一斉相談会 H28 H29 H30

開催期間　　 H28.11.30～12.4

開催場所 県庁及び各合同庁舎

(仙台を除く)

相談者数 人 人 人

H31 H32

開催期間　　

開催場所

相談者数 人 人

・ 宮城県多重債務問題対策会議の開催 （ヤミ金融対策を含む）

H28 H29 H30 H31 H32

開催日

・ 金融広報委員会と協力して，啓発用リーフレット「多重債務に陥らないために」を各種研修会で配布した。

H28 H29 H30 H31 H32

○

・ 宮城県消費者被害救済委員会の開催 H28 H29 H30 H31 H32

　 開催回数 回 回 回 回 回

　 開催日

・ 宮城県消費者被害救済委員会　あっせん調停部会の開催

H28 H29 H30 H31 H32

開催回数 回 回 回 回

開催日

○被害を受けた消費者の訴訟に係る費用の貸付けを行い，消費者を経済的に支援する。

H28 H29 H30 H31 H32

申請受理件数 －

○全国の相談情報の収集，製品事故の分析等において，下記のとおり連携した。

・

H28 H29 H30 H31 H32

○

・

  

H28 H29 H30 H31 H32

-

  

担当課等 自己評価等

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

（
４

）
消
費
者
被
害
の
拡
大
防
止
と
被
害
者
の
救
済

⑤
多重債務問題に
関する取組

○多重債務問題の解決に向け，無料相談会を実施し，潜在的な多重債務者が相談窓口に訪れる機会を提供するとともに，
自死対策に関する関係機関と連携し，「心の健康相談」を併せて実施した。

消費生活・
文化課

【自己評価】
全国一斉多重債務者相談キャンペー
ンに合わせ，無料相談会を開催し，保
健福祉事務所等と連携して心の健康
相談を併せて実施できた。

【課題と今後の対応等】
今年度以降においても無料相談会を
実施し，多重債務問題への対応を図
る。

【今後の方向性】
維持継続

各地方振
興事務所
県民サー
ビスセン
ター(仙台
を除く)

224

　宮城県多重債務問題対策会議の主催により，全国一斉多重債務者相談キャンペーンに合わせ，12月に多重債
務に関する無料相談会を実施したほか，各地域毎にサービスセンター主催による無料相談会を実施した。また，
各圏域の保健福祉事務所等と連携して，無料相談会において希望する者に対して「心の健康相談」も実施した。

施
策

推
進

取組 事業内容　・　実施状況

⑥
消費者被害救済
委員会のあっせ
ん・調停

○条例３７条に基づき，消費者からの苦情申出のうち，解決が著しく困難な案件があった場合，宮城県消費者被害救済委員
会を開催し，あっせんを行う。

-

H28.9.9

(金融広報
委員会)

18

消費生活・
文化課

【自己評価】
平成２３年度にあっせん調停部会を３
回開催し，適切なあっせんを行った
が，それ以降は開催の実績はない。

【課題と今後の対応等】
平成２４年度以降は委員会への付託
を要する消費者からの苦情申出はな
いものの，消費者保護の観点から今
後申出があった場合，適切なあっせん
ができるよう努める。

【今後の方向性】
維持継続

1

H28.5.30

-

重点推進項目 1 2 3

⑦
消費者の訴訟に
対する費用の貸
付

消費生活・
文化課

【自己評価】
費用の貸し付け実績はない。

【課題と今後の対応等】
費用の貸し付け実績はないものの，消
費者保護の観点から事業を継続して
いく。

【今後の方向性】
維持継続

（
５

）
関
係
機
関
と
の
連
携
の
強
化

①

国民生活セン
ター，製品評価
技術基盤機構と
の連携

消費生活・
文化課

【自己評価】
全国の相談情報や製品事故の分析結
果等は消費者被害の防止に重要であ
ることから，関係機関と連携を密にし，
最新情報の提供に努めた。H28は事
故分析の案件がなかった。

【課題と今後の対応等】
今後も情報収集を図るとともに，国や
他の都道府県との連携を図り最新の
情報提供に努めていく。

【今後の方向性】
維持継続

国民生活センターが運営するPIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・システム）を活用し，全国の相談苦情情報
の収集等をすることができた。また，「見守り新鮮情報」の最新情報を活用し，情報誌等を通じて消費者に情報提供
した。 各地方振

興事務所
県民サー
ビスセン
ター(仙台
を除く)

製品評価技術基盤機構に事故分析を依頼したほか，当機構からの事故等の情報について情報誌等により迅速に消
費者へ周知した。

重点推進項目 1 2 3
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・ 宮城県消費者行政推進会議の開催 H28 H29 H30 H31 H32

開催日 －

・ 消費者関係団体との連携 H28 H29 H30 H31 H32

○

・ 宮城県金融広報委員会との連携 H28 H29 H30 H31 H32

消費者教育講座の共催 ○

金銭・金融教育研究校による生活設計等普及事業の共催 ○

講演会の開催支援 ○

消費生活展の開催 ○

パネル展やパンフレット等の作成・配布等による啓発活動 ○

○下記懇談会により情報及び意見の交換を行ったほか，随時，情報交換をし情報の共有化を図った。

・ 行政機関と弁護士会･司法書士会との懇談会 H28 H29 H30 H31 H32

開催回数 回 回 回 回 回

開催日　　

・ 宮城県消費者行政推進会議 H28 H29 H30 H31 H32

開催日　　 －

４　環境に配慮した消費行動の推進

○みやぎグリーン購入ネットワークと連携し，グリーン購入の普及促進を図った。

・ グリーン購入セミナー

地域全体でグリーン購入に取り組むことの重要性を理解することを目的にセミナーを開催した。

H28 H29 H30 H31 H32

開催日

参加者数 人 人 人 人 人

・ グリーン購入促進委員会

グリーン購入の促進に関する重要事項を調査審議するため委員会を開催した。

H28 H29 H30 H31 H32

開催日

参加者数 人 人 人 人

○環境に配慮した製品を「宮城県グリーン製品」として認定し，その普及を図った。

・ 宮城県グリーン製品の認定 H28 H29 H30 H31 H32

認定件数 件 件 件 件 件

年度末現在の認定製品数 製品 製品 製品 製品 製品

○ＰＲ事業(パネル，サンプルの展示) H28 H29 H30 H31 H32

・ 県庁内におけるパネル展示 ○

・ 県産業技術総合センター一般公開への出展 ○

事業内容　・　実施状況 担当課等

消費生活・
文化課

【自己評価】
消費者関係団体との連携により，研修
会等の開催支援を行うことができた。
宮城県金融広報委員会についても，
消費者教育関係事業の共催や，金
銭・金融教育に関する各種啓発事業
の開催など，連携して実施することが
できた。
弁護士会・司法書士会とも必要に応じ
て随時情報交換を行うとともに，消費
者行政推進会議について，H28年度は
開催に至らなかったが，設立している
ことは県内の消費者行政に関する情
報共有の幅に広がりをもたせるととも
に，連携強化の機会の増加に繋がっ
た。

【課題と今後の対応等】
今後も引き続き連携による事業を実施
していく。

【今後の方向性】
維持継続

宮城県消費者団体連絡協議会による合同研修会，総代会
等の開催支援

2

H28.8.24

自己評価等

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

（
５

）
関
係
機
関
と
の
連
携
の
強
化

②
国，市町村，警
察本部等との連
携

○県全体としての相談体制のあり方，取組方針等の検討を行うことを目的とした，市町村，関係団体等で構成する宮城県消
費者行政推進会議を設立，開催し，意見交換等を行った。

消費生活・
文化課

【自己評価】
H28年度は開催に至らなかったが，
県，市町村，関係団体から構成される
宮城県消費者行政推進会議を設立し
ていることは，県内の消費者行政に関
する情報共有の幅に広がりをもたせる
とともに，連携強化の機会の増加に繋
がった。

【課題と今後の対応等】
より良い消費者行政を目指して毎年度
会議の開催に努めていく。

【今後の方向性】
維持継続

重点推進項目 1 2 3

施
策

推
進

取組

重点推進項目 1 2 3

施
策

推
進

取組 事業内容　・　実施状況

H29.2.1

③

弁護士会，司法
書士会，法テラ
ス，適格消費者
団体等との連携

○消費者関係団体の活動支援や宮城県金融広報委員会との事業共催等，連携して啓発活動及び消費者教育の充実を図っ
た。

H29.2.21

5

担当課等 自己評価等

４
　
環
境
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
の
推
進

（
１

）
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
向
け
た
取
組

①
グリーン購入等
の普及促進

環境政策
課

【自己評価】
グリーン購入を県内に普及していくに
あたり，自身の見直しとして県庁内の
グリーン購入の推進施策について整
理し，啓発することができた。平成28
年度にはグリーン購入促進委員会も
開催し，施策の方向性について広く意
見をもらうことができた。県庁内の宮城
県グリーン製品利用推進に力を入れ
たことで，新規認定製品数をさらに増
やすことができた。

【課題と今後の対応等】
市町村の組織的グリーン購入の取組
が十分ではないため、市町村への働
きかけを行っていく必要がある。
認定製品の流通を増やすため，県内
部の使用とともに市町村に対しても，
宮城県グリーン製品の使用を促してい
く。

【今後の方向性】
維持継続

H29.1.20

39

重点推進項目 1 2 3

104

36
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H28 H29 H30 H31 H32

みやぎ環境ｅ－ＮＥＷＳ ○

・ ラジオスポットＣＭ H28 H29 H30 H31 H32

放送回数 回 回 回 回 回

県ＨＰでのＣＭ音源の公開 ○

・ 普及啓発パネル展示の実施 H28 H29 H30 H31 H32

リサイクル推進月間（5/30～6/5） ○

３Ｒ推進月間（１０月） ○

・ 宮城県容器包装削減会議の開催 H28 H29 H30 H31 H32

開催回数 回 回 回 回 回

・ 各団体へのマイバッグ持参等３Ｒに関する取組の要請，広報の実施

H28 H29 H30 H31 H32

店舗用啓発音源の放送実施数 事業者 事業者 事業者 事業者 事業者

・ みやぎ花のあるまちコンクール

「ふれあい」と「思いやり」のある人づくり・地域づくり・美しいふるさと『みやぎ』づくりを推進するため実施

H28 H29 H30 H31 H32

応募者数 団体 団体 団体 団体 団体

受賞者数 7 団体 団体 団体 団体 団体

・ 美しい生活環境を創る運動 H28 H29 H30 H31 H32

袋 袋 袋 袋 袋

配布先数 団体 団体 団体 団体 団体

・ 身近な環境問題に取り組む生活学校運動への支援

H28 H29 H30 H31 H32

○

・ 省資源・省エネルギー運動 H28 H29 H30 H31 H32

○

施
策

推
進

取組 事業内容　・　実施状況

３Ｒの推進

重点推進項目 1 2

【自己評価】
ラジオ放送やパネル展示など，様々な
手段で啓発活動を実施した。環境教育
の観点から若年層を対象としたり，家
庭や事業所での身近な題材をテーマ
にした３R推進を呼びかけるなど，多様
な層に向けて情報発信を行った。

【課題と今後の対応等】
平成２８年３月に策定した宮城県循環
型社会形成推進計画（第２期）を踏ま
え，より多くの県民の方が３Ｒに取り組
み，実践行動が定着していくよう啓発
活動を行う。

【今後の方向性】
維持継続

651

3

担当課等 自己評価等

４
　
環
境
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
の
推
進

（
１

）
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
向
け
た
取
組

②
環境関連情報の
発信

○「みやぎ環境ｅ－ＮＥＷＳ」を発行し，各事業者が取り組む３Ｒや再エネの利活用に関する記事を作成した。毎月１回の発行
により，３Ｒ及び環境関連産業の普及啓発を行った。

環境政策
課

【自己評価】
毎月の発行により，３Ｒ及び環境関連
産業の普及啓発を行うことができた。

【課題と今後の対応等】
さらなる情報の発信を強化するため，
企業訪問時に紹介するなど，読者を増
やす。

【今後の方向性】
維持継続

重点推進項目 1 2 3

③

○ライフステージに応じた普及啓発事業の実施やラジオスポットＣＭ放送等の実施により，県民及び事業者に対する廃棄物
等の３Ｒに関する普及啓発に努めた。

循環型社
会推進課

（
２

）
環
境
に
配
慮
し
た
地
域
づ
く
り
の
推
進

①
地域に密着した
環境への取組の
推進

○活力のある個性的で心豊かな地域社会の形成を目指し，美しい生活環境を創る運動などの県民運動を推進する「すばらし
いみやぎを創る協議会」に対する支援を通じ，地域に密着した環境への取組として次の事業を実施した。

共同参画
社会推進
課

④
環境にやさしい
買い物の推進

○小売業者，住民団体，市町村等関係者の協働によるレジ袋の使用削減に向けた取組を支援するとともに，毎年10月の「３
Ｒ推進月間」に合わせて，「環境にやさしい買い物キャンペーン」を実施することにより，「環境にやさしい買い物」を推進した。

循環型社
会推進課

【自己評価】
各市町村や住民団体にキャンペーン
に取り組んでいただき，それぞれの地
域に応じた取組を進めることができ
た。また，県としてもパネル展示等をと
おした広報活動を行うことができた。

【課題と今後の対応等】
平成２８年３月に策定した宮城県循環
型社会形成推進計画（第２期）を踏ま
え，より多くの県民の方が３Ｒに取り組
み，実践行動が定着していくよう啓発
活動を行う。

【今後の方向性】
拡充継続

2

11

重点推進項目 1 2 3

【自己評価】
みやぎ花のあるまちコンクール，美し
い生活環境を創る運動の実施などに
より，環境に配慮した地域づくりの機
運を醸成し，定着を図ることができた。

【課題と今後の対応等】
様々な媒体を活用してコンクールのＰ
Ｒを行っているが，応募数が伸びず，
応募地域に偏りも見受けられることか
ら，面的な拡がりへと発展するように
地域との連携を強化していく。

【今後の方向性】
維持継続

15

広報用花の種子袋を作成し関
係団体に配布

8,000

23

県生活学校連絡協議会及び県内
生活学校に対する活動費の助
成，生活学校・生活会議運動全国
大会等への参加費の助成

夏季及び冬季の省エネルギー対
策推進のため各種啓発用資料を
構成員に配布
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３　主要重点推進項目の取組状況

１　ライフステージに応じた消費者教育の推進

1-(1)-①

1-(3)-①

3-(2)-①

3-(2)-③ 幅広い年代を対象として，出前講座を積極的に開催し，消費者被害の意識啓発を図った。

4-(1)-①

4-(1)-②

4-(1)-③

4-(1)-④

２　高齢者の消費者被害の防止と救済

1-(3)-③

3-(2)-①

3-(2)-③ 幅広い年代を対象として，出前講座を積極的に開催し，消費者被害の意識啓発を図った。

3-(3)-②

3-(3)-③

3-(3)-④

3-(3)-⑤

消費者庁等から提供された事故情報等について，県のホームページに掲載するほか，電子メールにより速やかに市町村等へ情報提
供し共有化を図った。 消費生活・文化課

独立行政法人国民生活センターが運用する「見守り新鮮情報」等を活用して，県のホームページへの情報の掲載等を迅速に行うこと
により，積極的に情報を提供することで，消費者被害の未然防止を図った。

各種啓発用リーフレットの作成・配布や新聞・ラジオ等への積極的な情報提供等により啓発を行い，消費者被害の未然防止を図った。

   学校教育期においては，出前講座等の実施，教員に対する研修の実施等を通じて段階的・体系的な消費者教育の推進を図りました。また，消

費者は学校教育期以降も生涯にわたって消費生活について学習する機会が必要であるため，地域や家庭，職域等で消費者教育を担う人材の育

成や環境教育等と連携した消費者教育にも取り組みました。さらに，製品事故等，消費生活の安全・安心に関わる分野は消費者の生命に直結す

るため，各ライフステージ，消費者の特性に合わせた情報提供を図りました。

実施状況　（再掲） 担当課

産業保安関係の重大事故等が発生した場合は，県のホームページへの掲載により，適切な情報提供を行う（H28は対象となる重大事
故等の発生なし）。

消防課

　 計画で推進する施策のうち，『 １ ライフステージに応じた消費者教育の推進 』 『 ２ 高齢者の消費者被害の防止と救済 』 『 ３ 多様な主体との

連携・協働による消費者施策の推進 』 を主要重点推進項目として取り組んでいくこととしており，各項目ごとの詳細な実施状況等については，下

記のとおりです。

　 なお，「実施状況」に記載している事業は　「 ２ 計画で推進する施策の実施状況 」　の事業の再掲です。

消費生活に関連する各種制度の概要や改正状況等について，県のホームページや情報誌に掲載すること等により制度の普及啓発を
図った。

   高齢者本人や福祉関係者に対して，出前講座による啓発やリーフレット等の情報提供を行うことで，高齢者の消費者被害の未然防止を図りまし

た。また，判断力が著しく低下した高齢者等の契約トラブルに関しては，成年後見等の権利擁護制度の普及及び利用の促進を図り，トラブルの未

然防止に努めました。さらに，消費者団体やＮＰＯ法人，各地域の町内会，社会福祉協議会，介護（障害福祉）サービス事業所，地域包括支援セ

ンター，民生委員などと連携し，高齢者等の見守り体制の構築を図りました。

実施状況　（再掲） 担当課

地域包括支援センターを中心に，地域に住む高齢者の見守り体制の構築や消費者被害に関する情報の提供，成年後見制度の活用
促進を図った。
　　・成年後見制度に関する研修会の開催
　　・高齢者虐待対策機能強化事業　（相談受付窓口：特定非営利活動法人宮城福祉オンブズネットエールへの委託事業)

長寿社会政策課

小売業者，住民団体，市町村等関係者の協働によるレジ袋の使用削減に向けた取組を支援するとともに，毎年10月の「３Ｒ推進月間」
に合わせて，「環境にやさしい買い物キャンペーン」を実施することにより，「環境にやさしい買い物」を推進した。

「みやぎ環境ｅ－ＮＥＷＳ」を発行し，各事業者が取り組む３Ｒや再エネの利活用に関する記事を作成した。毎月１回の発行により，３Ｒ
及び環境関連産業の普及啓発を行った。

ライフステージに応じた普及啓発事業の実施やラジオスポットＣＭ放送等の実施により，県民及び事業者に対する廃棄物等の３Ｒに関
する普及啓発に努めた。

循環型社会推進課

3-(3)-①
講話の実施や家宅訪問，関係機関と連携した広報活動をとおして特殊詐欺被害の抑止を図った。
高齢者や障害者の権利擁護行っている団体と連携し，権利擁護に関する相談対応，普及活動を実施した。
福祉団体等と連携し，地域の高齢者の見守り体制の構築，消費者被害の情報提供及び市町村への支援を行った。
被災者支援業務の従事者を対象に消費者教育に関する研修等を実施し，仮設住宅や公営住宅に居住する被災者の支援を行った。

社会福祉課
長寿社会政策課
障害福祉課
生活安全企画課

みやぎグリーン購入ネットワークと連携し，グリーン購入の普及促進を図った。
環境に配慮した製品を「宮城県グリーン製品」として認定し，その普及を図った。
ＰＲ事業として，パネル及びサンプルの展示を行った。

環境政策課

高齢者権利擁護講演会の開催等を通じて関係者等への研修及び啓発を行うほか，相談窓口を開設するなど高齢者の虐待防止及び
権利擁護の促進を図った。

障害者の権利の擁護に係る相談等に対応するための常設相談窓口を設置し，必要に応じて専門機関等との連携を図った。 障害福祉課

高齢者及びその家族が抱える医療，法律，保健・介護等に関する心配ごとや悩みごとなどの専門相談を実施し，県内全域をカバーす
るセーフティネットとしての役割を担うことにより，高齢者及びその家族の福祉の増進を図った。　※　社会福祉法人宮城県社会福祉協
議会への委託事業

長寿社会政策課

地域包括支援センターを中心に，地域に住む高齢者の見守り体制の構築や消費者被害に関する情報の提供，成年後見制度の活用
促進を図った。
　　・成年後見制度に関する研修会の開催
　　・高齢者虐待対策機能強化事業　（相談受付窓口：特定非営利活動法人宮城福祉オンブズネットエールへの委託事業)

独立行政法人国民生活センターが運用する「見守り新鮮情報」等を活用して，県のホームページへの情報の掲載等を迅速に行うこと
により，積極的に情報を提供することで，消費者被害の未然防止を図った。

各種啓発用リーフレットの作成・配布や新聞・ラジオ等への積極的な情報提供等により啓発を行い，消費者被害の未然防止を図った。

消費生活・文化課

3-(3)-①
講話の実施や家宅訪問，関係機関と連携した広報活動をとおして特殊詐欺被害の抑止を図った。
高齢者や障害者の権利擁護行っている団体と連携し，権利擁護に関する相談対応，普及活動を実施した。
福祉団体等と連携し，地域の高齢者の見守り体制の構築，消費者被害の情報提供及び市町村への支援を行った。
被災者支援業務の従事者を対象に消費者教育に関する研修等を実施し，仮設住宅や公営住宅に居住する被災者の支援を行った。

社会福祉課
長寿社会政策課
障害福祉課
生活安全企画課
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３　多様な主体との連携・協働による消費者施策の推進

1-(6)-①

1-(6)-②

3-(1)-②

3-(3)-①

3-(4)-①

3-(4)-④

3-(4)-⑤

3-(5)-①

3-(5)-②

3-(5)-③

◎消費生活相談受付件数の年度別推移　（県相談機関受付分）

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

※平成22年6月に改正貸金業法が施行されて以降，多重債務に関する相談は大きく減少した。

県や市町村の相談員を対象として，多重債務に関する相談があった場合の対応方法や法律専門家との連携の仕方等をまとめた「多
重債務者相談マニュアル～宮城版～」に基づき相談処理を行った。

宮城県多重債務問題対策会議の主催により，全国一斉多重債務者相談キャンペーンに合わせ，12月に多重債務に関する無料相談
会を実施した。

貸金業担当部門と連携を図りながら事業を進めたほか，自死予防の取り組みとして多重債務問題への対策が必要なことから，担当課
と調整の上，各圏域の保健福祉事務所等と連携して，多重債務無料相談会において希望する者に対して「心の健康相談」も実施し
た。

金融広報委員会と協力して，啓発用リーフレット「多重債務に陥らないために」を各種研修会で配布した。

国民生活センターが運営するPIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・システム）を活用し，全国の相談苦情情報の収集等をするこ
とができた。また，「見守り新鮮情報」の最新情報を活用し，情報誌等を通じて消費者に情報提供した。

製品評価技術基盤機構に事故分析を依頼するほか，当機構からの事故等の情報について情報誌等により迅速に消費者へ周知した
（H28は事故分析依頼の案件なし）。

県全体としての相談体制のあり方，取組方針等の検討を行うことを目的とした，市町村，関係団体等で構成する宮城県消費者行政推
進会議を設立し，開催することで，消費者行政に関する情報共有の幅に広がりをもたせるとともに，連携強化の機会の増加に繋がっ
た（H28は会議開催の実績なし）。

苦情や相談の処理・解決に努めるとともに，相談内容に応じて適切な助言等ができるように，行政機関と弁護士会・司法書士会等との
連携を図った。

懇談会等により情報及び意見交換を行い，市町村と関係機関との連携を図った。

　　・行政機関と弁護士会・司法書士会との懇談会

　　・宮城県消費者行政推進会議（H28は会議開催の実績なし）

講話の実施や家宅訪問，関係機関と連携した広報活動をとおして特殊詐欺被害の抑止を図った。
高齢者や障害者の権利擁護行っている団体と連携し，権利擁護に関する相談対応，普及活動を実施した。
福祉団体等と連携し，地域の高齢者の見守り体制の構築，消費者被害の情報提供及び市町村への支援を行った。
被災者支援業務の従事者を対象に消費者教育に関する研修等を実施し，仮設住宅や公営住宅に居住する被災者の支援を行った。

社会福祉課
長寿社会政策課
障害福祉課
生活安全企画課

消費者から相談窓口に寄せられた苦情・相談等に対して，適切な助言やあっせんを等を行った。また，専門的な対応が必要な事案に
ついては，専門機関の紹介又は仲介を行った。

消費生活・文化課

消費生活相談の対象となった商品・サービスの効能，欠陥の有無等について，独立行政法人製品評価技術基盤機構，独立行政法人
国民生活センターなど専門機関に診断を依頼するなど，原因の究明に努める（H28は診断依頼の案件なし）。

消費者庁主催の各種会議に出席し，国や他の都道府県と消費者行政に関する情報・意見交換を行うとともに，調査の協力等による情
報提供・情報収集などの連携を図った。

県警との情報共有化を図り，振り込め詐欺等の高齢者を狙った悪質事業者からの被害の拡大防止に努めた。

宮城県多重債務問題対策会議を設置し，各種取り組み等の実施について協議した。また，ヤミ金融による被害を防止するため，宮城
県多重債務問題対策会議において，関係機関における情報の共有化を図り，連携の緊密化を図った。

消費生活・文化課

事業者や事業者団体が自ら実施する消費者の信頼を確保するための取組等に対して適切な支援・協力を行った。

　　・宮城県コンシューマー・サービスリーダー会議（CSL）との連携

　　・家電公取協「正しい表示店頭キャンペーン」支援・協力

　　・公正取引協議会北海道・東北ブロック連絡協議会の参加

　　・来所した事業者に対する県消費生活センターからの助言

市町村の消費生活相談対応機能の向上を図るため，相談員等を対象とした研修会を開催した。

　　・消費生活相談員研修会（一泊）の開催

　　・市町村消費生活相談員等レベルアップ研修会の開催

　　・法律相談会の開催

　　・消費生活相談アドバイザー弁護士制度の活用

   消費者施策を総合的・一体的に推進するためには，国，市町村，消費者団体，事業者団体，ＮＰＯ法人との連携のほか，近年，高度化・複雑化

する相談案件に対応するために，弁護士会，司法書士会，法テラス等の専門的知識を有する団体，機関等がそれぞれの役割を果たしながら連携

して取り組んでいくことが必要です。このことから，幅広い世代に向けた周知広報を図るためのマスコミへの積極的な情報提供のほか，市町村の

消費生活相談対応機能向上のための相談員研修会開催など，あらゆる機会をとらえて，消費者施策や消費者トラブル等に関する事例等の情報

共有化を図り，連携した取組を行うことで，宮城県全体として消費者行政の強化・充実を図りました。

実施状況　（再掲） 担当課

93.8 97.9 84.2 102.2

Ｈ27 Ｈ28

相談受付件数 12,989 12,713 10,710 10,948 9,960 8,330 8,442 9,639 8,822 7,741 7,109

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

3.3 3.112.7 4.5 5.6 4.7 3.6多重債務相談割合 14.3 17.0 17.6 15.7

87.7 91.8

多重債務相談件数 1,852 2,161 1,886 1,716 1,267 372 478 451 325 262 224

91.0 83.6 101.3 114.3 91.5対前年度比

19/19


